
平

成

四

年

六

月

十

六

日

受
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答

弁

第

一

一

号 
   

衆
議
院
議
員
近
江
巳
記
夫
君
提
出
恩
給
及
び
援
護
年
金
等
並
び
に
各
種
手
当
金
の
前
日
支
払
い
措
置
に
関
す
る

質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
二
三
第
一
一
号 

平
成
四
年
六
月
十
六
日 

衆

議

院

議

長 
櫻 

内 

義 

雄 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

宮 

澤 

喜 

一 

一 

 



一
に
つ
い
て 

       
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。 

衆
議
院
議
員
近
江
巳
記
夫
君
提
出
恩
給
及
び
援
護
年
金
等
並
び
に
各
種
手
当
金
の
前
日
支
払
い
措 

置
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



           

四 

 



二
に
つ
い
て 

     
一
に
つ
い
て
の
表
に
掲
げ
た
給
付
金
で
、
そ
の
支
給
日
が
日
曜
日
等
の
休
日
に
当
た
る
場
合
に
い
わ
ゆ
る
前

日
支
払
を
実
施
し
て
い
な
い
も
の
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
関
係
省
庁
に
お
い
て
協
議
、
検
討
し
て
ま

い
り
た
い
。 
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